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自
民
党
、
日
本
維
新
の
会
の

両
与
党
は
、
会
社
員
や
公

務
員
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
が

加
入
す
る
年
金
、「
第
３
号
被
保

険
者
制
度
」の
見
直
し
に
向
け
た

議
論
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
両
党

は
制
度
の「
段
階
的
縮
小
」
と
い

う
方
向
性
で
は
一
致
し
て
お
り
、

５
月
中
に
骨
子
案
を
纏
め
る
意
向

だ
。
そ
れ
で
も
漸
次
縮
小
を
進
め

た
い
自
民
に
対
し
、「
廃
止
」を
ゴ

ー
ル
に
改
革
を
迫
る
維
新
の
間
の

温
度
差
は
小
さ
く
な
い
。
自
民
案

の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
る
厚
生
↘

労
働
省
は
落
と
し
所
を
探
る
の
に
苦
心
し
て
い
る
。

　
自
民
、
維
新
両
党
は
４
月
13
日
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の

実
務
者
会
議
を
開
き
、「
第
３
号
」の
見
直
し
に
関
す
る
議
論

を
始
め
た
。
共
に
制
度
を
縮
小
す
る
事
に
異
論
は
無
く
、
連

立
合
意
書
に
も
見
直
し
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
只
、
維
新
が

主
張
す
る
早
急
な
縮
小
・
廃
止
案
に
対
し
て
は
、
自
民
党
の

田
村
憲
久
元
厚
労
相
が「
国
民
的
な
議
論
が
必
要
な
部
分
も

有
る
」と
や
ん
わ
り
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
る
等
、
初
回
か
ら
両

党
の
思
惑
の
食
い
違
い
が
顔
を
覗
か
せ
る
場
面
も
有
っ
た
。

　
第
３
号
被
保
険
者
制
度
は
、
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
が
年
収

１
３
０
万
円
未
満
の
場
合
、
保
険
料
を
払
わ
な
く
と
も
老
後

に
基
礎
年
金
を
受
給
出
来
る
仕
組
み
。
保
険
料
は
配
偶
者
等

が
加
入
す
る
厚
生
年
金
制
度
全
体
で
カ
バ
ー
す
る
。
専
業
主

婦
等
も
自
分
の
年
金
を
受
給
出
来
る
様
に
す
る
為
、
改
正
↘

て
毎
月
約
１
万
７
０
０
０
円
の
保
険
料
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
、老
後
の
年
金
額
は「
負
担
ゼ
ロ
」の
第
３
号
と

同
額
と
い
う
不
公
平
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
勤
め
人
と
し

て
働
き
、
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
女
性
達
か
ら
の
不
満
は

根
強
い
。

　
こ
う
し
た
課
題
の
解
決
策
と
し
て
、
自
民
党
や
厚
労
省
が

模
索
し
て
い
る
の
は
厚
生
年
金
の
更
な
る
適
用
拡
大
に
よ
る

「
自
然
減
」だ
。
関
連
法
の
成
立
に
よ
り
、
今
後
、
厚
生
年
金

が
適
用
さ
れ
る
企
業
規
模
要
件（
現
行
51
人
以
上
）が
撤
廃

さ
れ
、
週
の
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
な
ら
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
様
に
な
る
。
こ
う
し
た
適
用
拡
大
を
徐
々
に
進
め
て

い
け
ば
、
第
３
号
は
自
然
と
淘
汰
さ
れ
る
と
見
て
い
る
。
但

し
、
同
省
幹
部
は「
病
気
や
障
害
が
有
る
等
、
働
き
た
く
と

も
働
け
な
い
人
は
一
定
数
残
る
。
３
号
廃
止
で
其
の
人
達
の

年
金
権
を
無
く
す
な
ら『
皆
年
金
』の
旗
が
揺
ら
い
で
し
ま

う
」と
言
う
。

　
一
方
、
連
立
入
り
の
成
果
に
乏
し
い
維
新
は「
自
民
党
の

自
然
消
滅
を
待
つ
様
な
考
え
方
な
ら
何
十
年
も
掛
か
る
」（
中

堅
幹
部
）と
し
て
、
目
に
見
え
る
成
果
を
求
め
る
。

　
と
は
言
え
、
縮
小
を
急
げ
ば
保
険
料
の
負
担
増
が
一
気
に

の
し
掛
か
る
層
も
出
て
く
る
。「
足
し
て
２
で
割
る
と
い
う

妥
協
が
し
辛
い
」（
自
民
党
厚
労
族
）中
、
縮
小
案
の
１
つ
と

し
て
浮
上
し
て
い
る
の
が「
人
生
の
一
定
期
間
の
み
３
号
対

象
と
す
る
」案
だ
。
育
児
や
介
護
の
期
間
中
等
、
働
く
の
が

難
し
い
期
間
に
限
り
、
３
号
の
適
用
対
象
と
す
る
。
そ
れ
で

も
厚
生
年
金
に
は
育
児
休
業
期
間
中
保
険
料
が
免
除
さ
れ
、

将
来
の
年
金
は
減
ら
な
い
仕
組
み
が
既
に
有
る
。
自
営
や
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
の
人
向
け
に
も
今
年
10
月
か
ら
同
様
の
免
除
制

度
が
始
ま
る
。
厚
労
省
幹
部
は「
維
新
に
は
、
有
権
者
へ
の

ア
ピ
ー
ル
材
料
と
し
て
乏
し
い
だ
ろ
う
」と
言
う
。

　
厚
生
年
金
も
無
制
限
に
適
用
拡
大
を
進
め
る
と
、
極
短
時

間
し
か
働
か
な
い
人
が
自
営
業
者
よ
り
少
な
い
保
険
料
で
国

民
年
金
を
上
回
る
厚
生
年
金
を
受
給
出
来
る
様
に
な
る
。
新

た
な
不
公
平
を
招
き
兼
ね
な
い
。
こ
の
同
省
幹
部
は「
一
気

に
縮
小
す
る
な
ん
て
無
理
。
与
党
の
言
う『
段
階
的
縮
小
』を

ど
の
レ
ベ
ル
に
落
ち
着
か
せ
る
か
の
話
だ
」と
話
す
。

法
が
１
９
８
６
年
に
施
行
さ
れ

た
。
加
入
者
数
は
95
年
度（
約
１

２
２
０
万
人
）に
ピ
ー
ク
を
迎
え

た
後
、
共
働
き
世
帯
の
増
加
等
で

減
り
続
け
、
24
年
度
末
時
点
で
６

４
１
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
近
年

は
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
に
よ

っ
て
急
減
し
て
お
り
、
23
年
度
末

か
ら
24
年
度
末
の
１
年
間
で
約
45
万
人
も
減
っ
て
い
る
。

　
与
党
が
３
号
制
度
の
見
直
し
に
着
手
し
た
背
景
に
は
、
制

度
が
保
険
料
負
担
回
避
の
為
の
就
労
調
整
、「
１
３
０
万
円

の
壁
」を
生
み
、
短
時
間
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
阻

害
や
人
手
不
足
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
経
緯
が
有
る
。
更
に
自

営
業
者
の
配
偶
者
は
、
国
民
年
金
の
１
号
被
保
険
者
と
し
↖

第
218
回「
第
3
号
被
保
険
者
制
度
」は
自
然
消
滅
待
ち
？


